
 

 

国 住 事 防 第 ８ 号 

令和８年５月 26 日 

エレベーターの所有者関係団体 御中 

 

国土交通省住宅局建築指導課  

建築物事故調査・防災対策室長 
（公印省略） 

 

京都府京都市内・大阪府大阪市内エレベーター事故を踏まえた対応について 

 

 日頃より国土交通行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年11月 21日に京都府京都市内で発生したエレベーター事故および令和７年

10 月 11 日に大阪府大阪市内で発生したエレベーター事故については、社会資本整備

審議会昇降機等事故調査部会において、事故の原因究明等の検討が行われ、今般、「京

都府京都市内エレベーター事故調査報告書」、「大阪府大阪市内エレベーター事故調

査報告書」（以下「事故調査報告書」という。）※1としてそれぞれとりまとめられた

ところです。 

京都府京都市内で発生したエレベーター事故は、巻上機内部のオイルシールの劣化

により漏出した油が、製品設計時に想定したルートで排出されず、ブレーキドラム表

面に付着することで、戸開走行事故が発生したものと考えられています。 

また、保守点検業者がオイルシールの交換を提案していましたが、所有者が交換し

なかったことも原因の一つと考えられています。 

大阪府大阪市内で発生したエレベーター事故は、巻上機の製造不良により、ブレー

キアームが十分に開放されなくなったことで、戸開走行事故が発生したものと考えら

れています。また、当該巻上機は 2019 年２月のリニューアルによって要改善ブレー

キ※2に該当するものが設置されています。 

なお、両事故における巻上機は台湾の雄崎股份
ユウサキコフン

有限
ユウゲン

公司
コ ン ス

(日本名：雄崎エレベータ

ー)が製造した巻上機(型式：HB(D)-260(F)型、以下「事故機」という。)となっており

ます。 

今回の事故はいずれも戸開走行事故に該当し、平成 18 年に東京都港区の集合住宅

で発生した戸開走行事故から 20 年間、様々な取り組みを進めてきたにもかかわらず

事故が起こったことは遺憾です。 

エレベーターの安全確保に向けて、当省が所有者・管理者向けに策定した「昇降機

の適切な維持管理に関する指針」では、所有者の役割として、機器の劣化等により昇

降機の安全な運行に支障が生じるおそれがある場合は、速やかに措置を講じて昇降機

の安全性の確保を図ることとしております。 

貴職におかれましては、貴会員に対し、下記についてご対応いただくよう、周知を

お願いします。 

 



記 

 

１． 戸開走行事案への一般的な対策として戸開走行保護装置の設置が効果的である

ことから、戸開走行保護装置の設置に努めること※3。地方自治体によっては、補

助制度「エレベーターの防災対策改修事業」（別紙１）が使用可能であるため、活

用されたい。 

２． 特定行政庁に対して、事故機の同型機の設置場所、適切な維持管理や改修の方

法について情報提供を行ったところであり、特定行政庁の指導に適切に対応する

こと。また、特定行政庁からの指導がなかった場合においても、今回の事故機の

同型機を使用していることが判明した場合は、特定行政庁へ相談を行うこと。 

３． 所有するエレベーターについて、保守点検業者から部品交換を促された場合は

確実に交換を実施すること。なお、適切に部品交換がなされない場合、戸開走行

などの重大な人身事故に繋がるおそれがあることに十分留意すること。 

４． エレベーターのリニューアル工事の際に、要改善ブレーキに該当する巻上機を

設置しないよう、仕様書・発注書などを見直し、安全な巻上機を設置すること。 

５． 既に要改善ブレーキが設置されている場合、特定行政庁の指導に適切に対応す

ること。また、特定行政庁からの指導がなかった場合においても、要改善ブレー

キに該当する巻上機を使用していることが判明した場合は、特定行政庁へ相談を

行うこと。なお、改善措置が執られるまでは、定期検査報告時に平成 29 年 1 月 30

日付け国住昇第 32 号通知「エレベーターにおけるブレーキの安全性確保のため

の対応について」※4 に基づく、3 か月ごとのプランジャーストロークの測定結果

を特定行政庁へ報告すること。 

 

※1 京都府京都市内エレベーター事故調査報告書および大阪府大阪市内エレベータ

ー事故調査報告書の国土交通省ホームページ掲載先。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001133.html 

※2 ブレーキシステムの構造的特性からブレーキライニングの摩耗が進行した場合

に、プランジャーの移動が拘束される又はブレーキスプリングの力によりブレ

ーキ保持力が低下する可能性のある構造と判定されたブレーキ。要改善ブレー

キの判定については、別紙２に示す判定フローを参照ください。 

※3 別紙３の令和 5 年 1 月 30 日付け国住参建第 4177 号通知「戸開走行保護装置等

の積極的な促進について（依頼）」を参照ください。 

※4 平成 29 年 1 月 30 日付け国住昇第 32 号通知「エレベーターにおけるブレーキの

安全性確保のための対応について」については別紙４を参照ください。 
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              e-mail kenchiku-jiko@mlit.go.jp 


